
重要事項説明書（通所介護サービス） 

 

あなたに対する通所介護サービスの提供開始にあたり、厚生省令並びに神奈川県条例に基づいて、当事業者があなたに説明す

べき重要事項は次のとおりです。 

 

１．指定通所介護サービスを提供する事業者（法人） 

事業者名称 株式会社ハートウィル 

主たる事務所の所在地 神奈川県平塚市平塚２－１－３ 

法人種別 営利法人 

代表者名 中丸 一郎 

電話番号 ０４６３－３７－１６８５ 

 

２．サービス提供を実施する事業所 

ご利用事業所の名称 デイサービスおあしす 

指定番号 １４７２００２６６４ 

介護サービスの種類 指定通所介護 

所在地 神奈川県平塚市平塚２－１－３ 

電話番号 ０４６３－３７－４０６３ 

営業日および営業時間 月曜日～土曜日 （但し、１２月２９日から１月３日までを除く。） 

９時００分～１８時００分 

サービス提供日および 

サービス提供時間 

月曜日～土曜日 （但し、１２月２９日から１月３日までを除く。） 

１０時３０分～１７時３０分 

サービス単位・定員 

特徴 

１単位目 

（１階） 

定員２５名 比較的広いフロアにて多様な活動が可能です。 

２単位目 

（２階） 

定員１６名 ご自宅の居間のようなフロアにて落ち着いた趣です。 

サービス提供地域 平塚市  下記を除く市内 

（除かれる区域） 

大神、吉際、大島、小鍋島、城所、岡崎、ふじみ野、飯島、広川、片岡、千須谷、南

金目、北金目、真田、めぐみが丘、土屋、上吉沢、下吉沢、公所、日向岡、出縄、

田村、根坂間、河内、下島、豊田、寺田縄、入野 

大磯町 高麗、大磯、東町、東小磯 

併設事業所 居宅介護支援事業所 

 

３．事業の目的と運営方針 

事業の目的 事業所の生活相談員、介護職員、機能訓練指導員等が、要介護状態にある利用者に対し適正

な通所介護サービスを提供し、利用者自身が考えや意思をさらに発揮して、できうる限り自宅で

の暮らし易さを高め継続していくことを目的とする。 

運営の方針 事業所の従業者等は、要介護者の心身の状態や特性、取り巻く生活環境をふまえて、必要な日

常生活上の支援及び機能訓練等を提供することにより、利用者自身が考えや意思をさらに発揮

して、利用者の心身の機能の維持及び社会的孤立感の解消、そして暮らし易さを高め継続して

いくこと、ならびに利用者の家族の身体的及び精神的な介護の軽減を図るものとする。 

 



４．サービスの内容、利用料等 

（１） 「通所介護サービス」は、事業者が管理運営する特定の施設に通って、当該施設において、入浴及び食事の提供（これらに

伴う介護を含む）、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認その他利用者に必要な日常生活上の世話、並びに機能訓

練を行うサービスです。 

サービス提供にあたっては、別添の「通所介護計画書」等に沿って計画的に提供します。 

（２） サービスについてご相談や不満がある場合には、下記宛てにお寄せください。 

管理者： 栁田 裕子   連絡先（電話）： ０４６３－３７－４０６３ 

（３） サービスを利用した場合の「基本利用料」およびお支払いいただく「利用者負担金」は 

別紙「サービス提供時間・サービスご利用料金のご案内」のとおりとなります。サービスを提供した翌々月の４日に、ご指定

の金融機関の口座から引き落としとなります。 

（４） 利用者がサービスの利用のキャンセルをする際には、できるだけ事前に次の連絡先までご連絡下さい。 

ご利用日当日午前９時以降のキャンセルは、ご利用日当日のお食事代を申し受けますので、ご了承下さい。 

・連絡先（電話）：０４６３－３７－４０６３ ・連絡時間：９時～１８時 

 

５．ご利用事業所の職員体制 

従業者の職種 員数 職務内容 

管理者 

（生活相談員、介護職員と兼務） 

常勤 １名 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

生活相談員 

（１単位目・２単位目兼務 

うち１名は管理者、介護職員と兼務 

２名は介護職員と兼務） 

常勤 ４名 通所介護計画等の作成、事業計画の立案及び職場環境の

整備を、管理者その他職員と共同で行う。 

看護職員 

（１単位目・２単位目兼務） 

常勤 １名 

非常勤 ３名 

利用者の健康管理、通所介護サービスの提供を行うと共に、

機能訓練指導を行う。 

介護職員 

（１単位目・２単位目兼務 

うち１名は管理者、生活相談員と兼務 

２名は生活相談員と兼務） 

常勤 ５名 

非常勤 ４名 

通所介護サービスの提供を行う。 

機能訓練指導員 

（１単位目・２単位目兼務） 

非常勤 ３名 利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する

ための訓練を行う。 

 

６．緊急時の対応方法 

事故発生時及び緊急時の対応は、医療的処置に関する連絡、調整を優先するものとし、「緊急時の対応法」、「救急隊連絡マニュ

アル」に沿って、担当者は円滑に連絡報告を行います。尚、明らかに救急要請が必要な場合を除き、診療・治療の要否や方法な

どは、看護師や生活相談員、管理者（できるだけ複数人）が判断し、ご家族へ報告します。また必要であれば担当主治医の指示

を受けます。 

 



７．苦情申立窓口 

株式会社ハートウィル 

コンプライアンス室 

（虐待防止、衛生管理、ハラスメントに関する責任者） 

管理者 中丸 一郎 

担当者 大川内 由香 

対応時間 平日８時３０分～１７時３０分 

電話番号 ０４６３－３７－１６８５ 

平塚市福祉部 

介護保険課介護給付担当 

ご利用時間 平日８時３０分～１７時 

電話番号 ０４６３－２１－８７９０ 

大磯町福祉課 ご利用時間 平日８時３０分～１７時 

電話番号 ０４６３－６１－４１００ 

国民健康保険団体連合会 

介護保険課 介護苦情相談係 

ご利用時間 平日８時３０分～１７時１５分 

電話番号 ０４５－３２９－３４４７ 

 

８．従業者の研修等 

（１） 事業所は、従業者の資質向上を図るため、次のような研修の機会を設けるものとし、また業務体制を整備します。 

① 新人導入研修 入社より１ヶ月以内 

② 現任者研修 年６回 

（２） 事業所は、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者に対し、認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じます。 

（３） 事業所は、サービス内容を検討する定期的な会議を行います。 

（４） 従業者に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させて頂きます。 

 

９．ハラスメントに関する事項 

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針

等を明確化し、周知・啓発しております。また、相談に対応する担当者を定め、適切に対応するために必要な体制を整

備しております。 

 

１０．非常災害対策 

（１） 事業所は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、取るべき措

置について予め防災計画を作成し、防災計画に基づき年２回以上利用者および従業員等の訓練を行います。また、訓練

の実施に当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めております。 

（２） 暴風、大雨、洪水警報または「高齢者等避難」以上の避難情報が発令されている場合、当事業所を臨時休業とすることが

あります。 

（３） 当事業所の指定緊急避難場所は富士見小学校です。 

 

１１．衛生管理に関する事項 

事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生

上必要な措置を講じております。また、事業所内において感染症の発生又はそのまん延の防止をするために、訓練、対策を検

討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に対して周知しております。また、指針を整備し

ております。 

 

１２．業務継続計画の策定に関する事項 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しております。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

 

１３．虐待の防止及び身体的拘束等に関する事項 



（１） 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ります。 

② 事業所における虐待の防止のための指針を整備します。 

③ 虐待防止に関する責任者を選定します。 

④ 成年後見制度の利用を支援します。 

⑤ 苦情解決体制を整備します。 

⑥ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

（２） 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐

待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。 

（３） 従業者等は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）は行いません。やむを得ず身体的拘束等

を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものと

します。 

 

１４．秘密保持に関する事項 

従業者等は、業務上知りえた利用者またはその家族の個人情報を保持します。従業者等が業務上知りえた利用者またはその家

族の個人情報を保持するため、従業者でなくなった後においてのこれらの個人情報を保持するべき旨を、従業者等との雇用契約

の内容とします。 

 

１５．事故発生時の対応 

当事業所では、ご自分で考え、ご自分の意思を発揮して、安全･安心を確保しつつお過ごしいただくことによって、できうる限りご自

宅での暮らし易さを高めていくことを目的としております。ご本人の心身の状態や取り巻く生活環境に応じて、ご自宅で暮らす折りに

出くわす可能性のある障壁(バリア)を、意図的に活用して移動する能力の獲得や、回復を目的とする仕掛けも取り入れて行きます。 

 そのような環境設定の中で、安全には十分に配慮させていただきますが、万が一当事業所において事故が発生した場合、ご本

人に生じた損害につきましては、当事業者の責任により速やかにその損害を、当事業所加入の損害賠償責任保険を適用して賠

償させていただきます。但、当事業所の故意、若しくは過失による損害でない場合には、その限りではございません。 

 

（参考）◎毎月の利用料概算について   

         

令和    年  月  日現在、＿＿＿様の介護度は要介護＿＿(負担額 ＿割)です。又、予定している利用回数は 

週＿＿回につき、介護保険支給限度額内で毎週利用していただくと、一ヶ月におよそ ＿＿回 ～ ＿＿回となります。 

従いまして、現時点での一ヶ月の利用料合計は、すべての利用時に入浴を利用されると仮定してお食事代も含めおよそ 

＿＿＿＿＿円 ～ ＿＿＿＿＿円となります。 

尚、この金額はあくまでも上記前提条件上での概算です。実際の金額につきましては、毎月利用された月の翌月に明細を記入

した「請求書」を発行いたしますのでこちらでご確認ください。又、今後、介護保険法の改正、介護度の変更、サービス内容の変更

等に伴い、前提となる金額が変わることがございます。その都度お知らせしご確認頂きますのでご理解いただきますよう何卒よろ

しくお願いいたします。 

令和      年      月      日 

通所介護サービス契約の締結にあたり、上記により 

重要事項を説明しました。 

通所介護サービス契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項

の説明を受け、その内容に同意し、交付を受けました。 

事業者 

所在地   神奈川県平塚市平塚２－１－３ 

法人名   株式会社ハートウィル 

代表者   中丸 一郎 

事業所名 デイサービスおあしす 

説明者                                印 

利用者 

住所 

氏名                                 印 

家族又は代理人 

住所 

氏名                                 印 

 


